
募集要項の補足（変更点・Q&A・留意事項） 

令和８年５月 福島県農林水産部農産物流通課  

○ 今年度の主な変更点 

 昨年度 今年度 

支援単価 実費 

※１人あたり６００円の上限あり 

一人当たり２００円／食の定額支援

（最大２回まで応募可能） 

※最大で 1 人あたり４００円（２０

０円×２回）の支援となります。 

支援条件 事務局が定める「福島ならではの

農林水産物・加工品」を１種類以上

使用すること。 

県産農林水産物を５品目以上使用

し、そのうち主食については必ず

県産の米や小麦を使用すること。 

（例：県産米、県産牛乳、県産豚肉、

県産人参、県産りんご） 

※詳細は募集要項をご確認ください。 

 

○ よくある質問（Q&A） 

Ｑ１ 主食を提供していない場合 （お米は園児等が持参し、おかずのみを給食として提供す

る場合等）、支援要件はどのようになりますか？ 

Ａ 給食として提供するおかずにおいて、県産食材を５品目以上使用してください。 

（例：県産牛乳、県産豚肉、県産玉葱、県産りんご、県産大豆を使用した味噌） 

 

Ｑ２ 応募用紙はどこに、どのように提出すれば良いですか？ 

 Ａ 応募用紙は、ふくしま旬の食材等活用推進事業事務局（株式会社ル・プロジェ内）へ

提出してください。提出方法は、原則として電子メールです。送付先のメールアドレス

は、募集要項７（２）に記載しています。 

   なお、電子メールで提出した場合は、郵送等での提出は不要です。 

   電子メールでの提出が難しい場合に限り、郵送等で提出してください。 

 

Ｑ３ 支援金はいつ頃振り込まれますか？ 

Ａ 毎月２０日までに実績報告があったものについては、原則として翌月末に振り込み

ます。ただし書類に不備があった場合は、内容の確認や修正をお願いすることがあり、

その場合は振込が遅れることがあります。 

 

Ｑ４ 応募用紙に記入した支援対象生徒数と、実際に給食を提供した日の生徒数が異なる

場合はどうすれば良いですか？ 

Ａ 支援対象となる園児・児童・生徒数は、令和８年４月１日現在の在籍数となります。

欠席や転校等により実際の提供人数に変動が生じた場合でも、応募用紙に記入した当

該在籍数が支援対象人数となります。 

なお、職員は支援対象に含まれませんのでご注意ください。 



Ｑ５ 県産の調味料とはどんなものですか？ 

Ａ 原材料のうちいずれかが県内産のものです。なお、地元の工場等で作った調味料であ

っても、県内産の原材料を使用していない場合は認められませんのでご注意ください。

そのため、商品のパッケージや食品表示等で材料の産地をご確認ください。 

＊認められる例（○）：県外味噌屋で作られた県内産大豆を使用した味噌 

＊認められない例（×）：地元の味噌屋で作った県外産大豆を使用した味噌 

 

Ｑ６ 県産の加工品とはどんなものですか？ 

Ａ 原材料が県内産のものです。材料の割合は問わず、一部でも県内産の原材料等を使用

している場合は、県内産の加工品として認められます。なお、地元の加工品店で作った

食材であっても、県内産の原材料を使用していない場合は認められませんのでご注意

ください。そのため、商品のパッケージや食品表示等で材料の産地をご確認ください。 

＊認められる例（○）：県内産大豆と海外産大豆の両方を使った豆腐 

＊認められない例（×）：地元豆腐店で作られた県外産大豆のみを使用した豆腐 

 

Ｑ７ 県産食材を５品目以上使用した場合は、実績報告書に添付する資料（購入実績や産地

を証明するもの）も５品目以上提出する必要がありますか？ 

Ａ 添付いただく資料は、県産食材５品目分をご提出いただければ差し支えありません。 

なお、提出する５品目については、使用した県産食材の中から任意に選んでいただい

て構いません。 

 

Ｑ８ どんな県内産の食材を使用すればよいですか？ 

Ａ 県内産の食材であれば支援要件に該当しますが、福島県には、下記のような 「福島な

らではの農林水産物・加工品」があります。ぜひ御活用ください。 

 ■県産水産物及びそれを原材料とする加工品 

■県産米粉・小麦粉・大豆及びそれらを原材料とする加工品 

■ＧＡＰ認証農産物、有機農産物 ・特別栽培農産物 （「ふくしま。GAP チャレンジ」ポー

タルサイト（https://gap-fukushima.jp/）をご参照ください。） 

 ■ＧＩ登録産品 （南郷トマト、阿久津曲がりねぎ、川俣シャモ、伊達のあんぽ柿、たむ

らのエゴマ油、会津地鶏） 

  ■県内各地の伝統野菜 （例 ：信夫冬菜、会津丸なす、会津小菊かぼちゃ、余蒔きゅうり、

立川ごぼう、いわきとっくり芋、小白井きゅうり、大久じゅうねん、岩代五葉黒豆、

相馬土垂など） 

■ふくしま三大ブランド鶏（会津地鶏、川俣シャモ、伊達鶏） 

■福島県や県内市町村においてブランド認証・登録された農林水産物等（例 ：うつくし

まエゴマ豚、ロイヤルピーチポーク、福うなぎ、御前人参、佐助ナスなど） 

■６次化商品 （ふくしま満天堂ホームページ （https://mantendo.fukushima.jp/）をご 

参照ください。） 

 

 

https://mantendo.fukushima.jp/）をご


○ 留意事項 

・応募用紙については、応募人数の合計確認漏れを防ぐため、シートの複製は行わず、複数

の学校分を申請する場合も、１つのシートにまとめて記載してください。 

・書類に不備や不足がある場合は、内容確認に時間を要することがあります。 

・支援対象となる要件については、必ず募集要項をご確認ください。 

・不明な点がある場合は、事務局までお問い合わせください。 


